
スポーツ基本計画評価体系の全体像

政策課題 最終アウトカム 中間アウトカム

①子どものスポーツ機会の充実
学校と地域における子どものスポーツ機会
が充実する

• 子どもが積極的に運動遊び等を通じてスポーツに親しむ習慣や意欲が養われ、体力が向上する
• 学校の教育活動全体を通じて児童生徒がスポーツの楽しさや喜びを味わえる
• 地域のスポーツ環境の充実により、子どものスポーツ機会が向上する

②ライフステージに応じた
スポーツ活動の推進

ライフステージに応じたスポーツ活動が推
進される

• ライフステージに応じたスポーツ参加等を促進する環境が整備される
－スポーツ実施率の向上/多様な主体のスポーツ参加の促進/スポーツボランティア活動の普及促進

• スポーツによって生じる事故・外傷・障害等の防止や軽減が図られる
－スポーツ安全に関する情報分析・研究及び成果の活用/AEDの活用/スポーツ施設等の安全対策

③住民が主体的に参画する
地域のスポーツ環境の整備

地域のスポーツ環境が整備される

• コミュニティの中心となる地域スポーツクラブが育成・推進される
－地域スポーツクラブの育成・支援等/地域スポーツクラブと地域との連携による課題解決等/総合型クラブ間のネットワークの拡充

• 地域のスポーツ指導者等が充実する
－スポーツ指導者の養成/スポーツ指導者の活用促進/スポーツ推進委員の資質向上/クラブアドバイザーの育成

• 地域のスポーツ施設が充実する
－既存施設の共同利用・活用の促進/スポーツ施設の整備・充実

• 地域スポーツと企業・大学等が連携する

④国際競技力の向上
ジュニア期からトップレベルに至る人材養
成システムの構築とスポーツ環境が整備さ
れる

• ジュニア期からトップレベルに至る戦略的支援が強化される
• スポーツ指導者及び審判員等の養成・研修やキャリア循環の形成がなされる
• トップアスリートのための強化・研究活動等の拠点が構築される

⑤国際交流・貢献の推進
国際競技大会等の招致、円滑な開催がな
される

• 国際競技大会等の積極的な招致及び円滑な開催が支援される
• 国際スポーツ界における我が国の貢献度や存在感が向上する

⑥スポーツ界の透明性、
公平・公正性の向上

スポーツ界における透明性、公平・公正性
が向上する

• ドーピング防止活動が推進される
• スポーツ団体のガバナンス強化と透明性の向上に向けた取組が推進される
• スポーツ紛争の予防及び迅速・円滑な解決に向けた取組が推進される

⑦好循環の創出
連携・協働を通じたスポーツ界における
好循環が創出される

• トップスポーツと地域におけるスポーツとの連携・協働が推進される
• 地域スポーツと企業・大学等が連携する

► スポーツ基本計画の政策体系は、7つの
政策課題それぞれについて、「政策目
標」、「施策目標」及び「今後の具体的施
策展開」が示される3層構造となっている。

► 評価体系の策定に当たってはロジック・
モデルの考え方を活用し、スポーツ基本
計画の「政策目標」を「最終アウトカム」
に、「施策目標」を「中間アウトカム」に、
「今後の具体的施策展開」を「直接アウト
カム」として整理した。

► また、スポーツ基本計画では、「今後の
具体的施策展開」に取り組む主体が明
示されている。評価体系の策定に当たっ
ては、これらの主体を「国・独立行政法
人」「自治体」「スポーツ団体・学校 /大
学・企業等」に分けて、それぞれに紐付く
形で直接アウトカムを導出した。
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赤字：各政策課題の最終アウトカム

参考資料5 スポーツ基本計画評価体系（案）



1. 学校と地域における子どものスポーツ機会の充実
1 学校と地域における子どものスポーツ機会が充実する

1-(1) 子どもが積極的に運動遊び等を通じてスポーツ
に親しむ習慣や意欲が養われ、体力が向上する

1-(2) 学校の教育活動全体を通じて児童生徒がスポーツ
の楽しさや喜びを味わえる

1-(3) 地域のスポーツ環境の充実により、子どものスポーツ
機会が向上する

1-(1)-1 子どもの体力向上に向けた取組における検証改善
サイクルが確立される

1-(1)-1 子どもの体力向上に向けた取組における検証改善
サイクルが確立される

1-(1)-2 全国的に幼児期からの体力向上に向けた取組の普
及啓発がなされる

1-(1)- 4 年齢や性別に応じたスポーツの促進や体力向上
方策の中で、スポーツ医・科学の積極的な活用が図られる

1-(1)-3 幼児期から体を動かした遊びに取り組む習慣や望
ましい生活習慣を身に付けさせるための取組が行われる

1-(1)- 4 年齢や性別に応じたスポーツの促進や体力向上
方策の中で、スポーツ医・科学の積極的な活用が図られる

1-(1)-5 地域のスポーツ施設が障害者を受け入れる際に必

要な運営上・指導上の留意点に関する手引きや、新しい種
目、用品・用具等の開発・実践研究が推進される

1-(1)-5 地域のスポーツ施設やスポーツ指導者に対する障
害者のニーズが把握される

アウトカムの共有

1-(1)-5

1-(1)-5

1つの「今後の具体的施
策展開」から複数のア
ウトカムを抽出

1-(1)-5
1-(1)-6

「今後の具体的施策展
開」の階層化

－凡例－

国・独立行政法人

自治体

スポーツ団体・学校／大学・企業等

1-(1)-5 地域のスポーツ施設が障害者を受け入れる際に必

要な運営上・指導上の留意点に関する手引きや、新しい種
目、用品・用具等の開発・実践研究が推進される

1-(1)-5 地域のスポーツ施設やスポーツ指導者に対する障
害者のニーズが把握される

1-(2)-1 学習指導要領に基づく発達の段階に応じた指導内容が定
着する

1-(2)-4 地域での教育支援体制が強化される

1-(2)-9 学校の体育に関する活動を安心して行うことができる

1-(2)-11 障害のある児童生徒の学校の体育に関する活動につい
て、障害の種類や程度に応じて参加できるようになる

1-(2)-14 子どもが楽しく安全にスポーツに親しめる環境が創り
出される

1-(2)-6 生徒のスポーツに関する多様なニーズに応えた中学校及

び高等学校の運動部活動の充実が促進され、生徒の運動部活動へ
の参加機会が充実する

1-(2)-3 体育の専科教員の配置を推進しながら、学校の教育活動
全体を通じて、体育に関する活動の充実が図られる

1-(2)-5 安全かつ効果的な指導がされる

1-(2)-7 児童生徒の多様なニーズに応える運動部活動が推進され
る

1-(2)-12 障害のある児童生徒の学校の体育に関する活動が推進
される

1-(2)-15 耐震化やグラウンドの芝生化等の学校体育施設が充実
する

1-(2)-9 学校の体育に関する活動を安心して行うことができる

1-(2)-8 (学校体育団体等スポーツ団体）学校体育団体等のスポー

ツ団体において、主催する大会等について、国や地方公共団体と
協議しながら総合型クラブで活動する生徒等の参加を認めたり、
地域スポーツクラブの大会との交流大会を実施したりするなど、
柔軟な対応が図られる

1-(2)-13 （学校）障害の有無にかかわらず、ともに体を動かす
喜びを味わうとともに交流を深める取組等が行われる

1-(2)-13 （学校）障害のある児童生徒の教育的ニーズに応じて
適切な教育的支援が行われる

1-(2)-2 （大学）健康や安全、障害者に配慮した体育の授業や運

動部活動の指導・経営・調整に必要な確かな力量等を備えた教員
が養成される

1-(2)-10 （独立行政法人日本スポーツ振興センター）災害共済

給付業務から得られる学校の管理下における災害事例について、
調査・分析が行われ、学校関係者等に情報提供が行われる

1-(3)-1 積極的にスポーツを行わない子どもに対して魅力ある活動を提供
し、子どものスポーツ環境が充実する

1-(3)-2 運動習慣が身に付いていない子どもやスポーツが苦手な子どもを

運動好きにするためのきっかけがもたらされるとともに、豊かな人間性・
社会性が育まれる

1-(3)-3 （国、 独立行政法人国立青少年教育振興機構）子どもが伸び伸び
と、かつ安全に野外活動等が実施できるようになる

1-(3)-4 旅行先で気軽に多様なスポーツに親しめるスポーツツーリズムを

推進し、子どもにとって居住地域だけでは不足しがちなスポーツ機会を向
上させる

1-(3)-5 学校の体育に関する活動と地域スポーツの連携が促進される

1-(3)-10 地域のスポーツ施設やスポーツ指導者に対する障害者のニーズが
把握される

1-(3)-10 地域のスポーツ施設が障害者を受け入れる際に必要な運営上・指

導上の留意点に関する手引きや、新しい種目、用品・用具等の開発・実践
研究が推進される

1-(3)-11 障害者の競技大会への参加や旅行先でもスポーツに親しめる機会
が充実する

1-(3)-6 子どもの多様なスポーツ活動が効率的・効果的に行われるための
取組が推進される

1-(3)-7 （総合型クラブ）子どもと保護者・家族が、異年齢の子どもや多
世代の大人とともにスポーツに親しむことができる

1-(3)-8 （スポーツ少年団）中学生や高校生のスポーツ少年団への参加の
促進に対する取組が行われる

1-(3)-9 （スポーツ少年団）子どもの発達の段階に応じて多様な指導を行
うことができるスポーツ指導者の養成及び資質の向上が図られる

1-(3)-10 地域のスポーツ施設やスポーツ指導者に対する障害者のニーズが
把握される

1-(3)-10 地域のスポーツ施設が障害者を受け入れる際に必要な運営上・指

導上の留意点に関する手引きや、新しい種目、用品・用具等の開発・実践
研究が推進される

1-(2)-1 教員の指導力向上が図られる

1-(2)-4 地域のスポーツ指導者等が積極的に活用される

1-(2)-5 安全かつ効果的な指導がされる

1-(1)-7



2-(1)-12 （総合型クラブ等のスポーツ団体）スポーツ未実

施者やスポーツが苦手な人に対するスポーツへの参加の
きっかけづくりに取り組まれる

2. 若者のスポーツ参加機会の拡充や高齢者の体力つくり支援等
ライフステージに応じたスポーツ活動の推進（1）

2 ライフステージに応じたスポーツ活動が推進される

2-(1) ライフステージに応じたスポーツ参加等を促進する環境が整備される 2-(2) スポーツによって生じる事故・外傷・障害等の
防止や軽減が図られる

2-(1)-2 各年齢層、性別等ごとに日常的に望まれる

運動量の目安となる指針・基準の策定され、普及・
啓発される

2-(1)-3 （独立
行政法人日本スポーツ振興センター ）

総合型クラブや地方公共団体等が行う地域における
スポーツ活動が支援される。

2-(1)-4 比較的若い年齢層（20歳代、30歳代）のスポーツ
参加機会が拡充する

2-(1)-5 仕事や家事・育児とのバランスを図りながら日常
的に気軽にスポーツに親しめる

2-(1)-6 高齢者に対するスポーツ参加機会が拡充する

2-(1)-7 スポーツが苦手な人でも楽しく、気軽にスポーツ
に親しめるスポーツ・レクリエーション活動が支援される

2-(1)-8 旅行先で気軽に多様なスポーツに親しめるスポー
ツツーリズムが推進される

2-(1)-10 障害者の競技大会への参加や旅行先でもスポーツ
に親しめる機会が充実する

2-(1)-11 職業人・社会人として経験を積み、生活が安定し、

子育ても一段落するなど、余暇時間を自分のために使える
年齢層や定年退職を迎え、仕事中心の生活から地域におけ
る生活に比重が移行していく年齢層が、スポーツボラン
ティア等のスポーツ活動を通じて、地域社会に参加し積極
的な役割を得る

2-(1)-12 スポーツ未実施者やスポーツが苦手な人に対する
スポーツへの参加のきっかけづくりに取り組まれる

2-(1)-13 （総合型クラブ等の地域スポーツクラブ）特定の

年齢層・性別等をターゲットとしたスポーツプログラムや
スポーツ教室、スポーツイベント等が開催される

2-(1)-14 （職場）「スポーツのためのノー残業デー」を設けたり、
社内報でスポーツの重要性を広報するなど積極的な取組がなされる

2-(1)-15 スポーツボランティア活動に対する国民の関心が
高まる

2-(1)-16 スポーツボランティア活動が奨励される

2-(1)-17 地域住民が、日常的に総合型クラブをはじめとし

た地域スポーツクラブやスポーツ団体等の運営に参画できた
り、校区運動会や地域スポーツ大会等のスポーツイベントの
運営・実施やスポーツの指導に参画できる環境が整えられる

スポーツ実施率が向上する スポーツボランティア活動が普及促進される多様な主体のスポーツ参加が促進される

2-(1)-1 ライフステージに応じたスポーツ活動を
促進するための方策が策定される

2-(1)-17 （スポーツ団体等）地域住民が、日常的に総合型

クラブをはじめとした地域スポーツクラブやスポーツ団体等
の運営に参画できたり、校区運動会や地域スポーツ大会等の
スポーツイベントの運営・実施やスポーツの指導に参画でき
る環境が整えられる

2-(1)-1 ライフステージに応じたスポーツ活動の
実態が把握される

2-(1)-9 地域のスポーツ施設やスポーツ指導者に対する障
害者のニーズが把握される

2-(1)-9 地域のスポーツ施設が障害者を受け入れる際に必

要な運営上・指導上の留意点に関する手引きや、新しい種
目、用品・用具等の開発・実践研究が推進される

2-(1)-9 地域のスポーツ施設やスポーツ指導者に対する障
害者のニーズが把握される

2-(1)-9 地域のスポーツ施設が障害者を受け入れる際に必

要な運営上・指導上の留意点に関する手引きや、新しい種
目、用品・用具等の開発・実践研究が推進される

自治体 2-(1)-4 スポーツ活動に参加しやすい機会が充実する

2-(1)-4 （スポーツ団体）スポーツ活動に参加しやすい機
会が充実する

国・独立行政法人

スポーツ団体・学校／大学・企業等



2. 若者のスポーツ参加機会の拡充や高齢者の体力つくり支援等
ライフステージに応じたスポーツ活動の推進（2）

自治体

2 ライフステージに応じたスポーツ活動が推進される

2-(1) ライフステージに応じたスポーツ参加等を促進する環境が整備される 2-(2) スポーツによって生じる事故・外傷・障害等の
防止や軽減が図られる

2-(2)-1 全国的なスポーツ事故・外傷・障害等の実態

が把握され、その原因が分析され、スポーツ事故・外
傷・障害等の確実な予防を可能にするスポーツ医・科
学の疫学的研究の取組が推進される

2-(2)-3 スポーツ医・科学の成果が地域スポーツの
様々な場面で活用される

2-(2)-5 スポーツ事業の実施・運営にあたり、 AED設置の確認や携行、

機器を使用できる者の会場配置等、不測の事態が生じた際に速やかに
AEDを使用できる体制整備を図るよう普及・啓発される

2-(2)-2 （国立スポーツ科学センター）開発した高度

なスポーツ医・科学の研究成果がスポーツ事故・外
傷・障害等の防止等に活用され、人々の日常のスポー
ツ活動に広く還元される

2-(2)-7 国立青少年教育施設・国営公園等におけるハイキング、

トレッキング、サイクリングやキャンプ活動等野外活動やス
ポーツ・レクリエーション活動の場となる施設等の安全確保が
なされる

2-(2)-8 子どもや女性、高齢者、障害者を含む全ての地域住民

が楽しく安全にスポーツ・レクリエーション活動を含むスポー
ツに親しめる環境が創り出される

2-(2)-4 （国、独立行政法人） スポーツ指導者やクラブマネジャー、

スポーツイベントの主催者、スポーツ施設の管理者等を対象として、ス
ポーツ事故・外傷・障害等に関わる最新のスポーツ医・科学的知見を学
習するための研修やスポーツ用具の定期的な点検及び適切な保管管理に
関する啓発の機会が設けられるとともに、スポーツドクター等地域の医
療機関の専門家等との連携を促進するなど、スポーツ事故・外傷・障害
等を未然に防止するための取組が推進される

2-(2)-4 （国、独立行政法人）スポーツに関する保険制度について普及
を促すなど、事故対応に係る意識の啓発が促進される

2-(2)-4 スポーツ指導者やクラブマネジャー、スポーツイベントの主催

者、スポーツ施設の管理者等を対象として、スポーツ事故・外傷・障害
等に関わる最新のスポーツ医・科学的知見を学習するための研修やス
ポーツ用具の定期的な点検及び適切な保管管理に関する啓発の機会が設
けられるとともに、スポーツドクター等地域の医療機関の専門家等との
連携を促進するなど、スポーツ事故・外傷・障害等を未然に防止するた
めの取組が推進される

2-(2)-4 スポーツに関する保険制度について普及を促すなど、事故対応
に係る意識の啓発が促進される

2-(2)-4 （スポーツ団体等）スポーツ指導者やクラブマネジャー、ス

ポーツイベントの主催者、スポーツ施設の管理者等を対象として、ス
ポーツ事故・外傷・障害等に関わる最新のスポーツ医・科学的知見を学
習するための研修やスポーツ用具の定期的な点検及び適切な保管管理に
関する啓発の機会が設けられるとともに、スポーツドクター等地域の医
療機関の専門家等との連携を促進するなど、スポーツ事故・外傷・障害
等を未然に防止するための取組が推進される

2-(2)-4 （スポーツ団体等）スポーツに関する保険制度について普及を
促すなど、事故対応に係る意識の啓発が促進される

2-(2)-6 AEDの設置の有無や、設置の機器のタイプ等を表示して、施設
利用者に周知される

2-(2)-6 公共スポーツ施設等において保有されるAEDについて、定期的
な点検や適切な保管管理が行われる

2-(2)-8 地方公共団体が行う公共スポーツ施設等の安全確保対
策の支援がなされる

国・独立行政法人

スポーツ団体・学校／大学・企業等



自治体

3 地域のスポーツ環境が整備される

3-(1) コミュニティの中心となる地域ス
ポーツクラブが育成・推進される

3-(2) 地域のスポーツ指導者等が充実する 3-(3) 地域のスポーツ施設が充実する

地域スポーツクラブに対して育成・支援等がなされる 地域スポーツクラブと地域との連携に
より課題解決等がなされる

3-(1)-6 広域スポーツセンターの在り方が見直
される

3-(1)-8 地域スポーツクラブがNPO法人格を
取得することが促進される

3-(1)-10 拠点クラブやスポーツ指導者
に関する情報提供が充実する

3-(1)-11 子どもの総合型クラブ認知度
が向上する

3-(1)-12 総合型クラブが幼稚園や放課

後児童クラブ（学童保育）等と連携し、
スポーツ教室における運動や外遊び等
の機会を増やす取組を支援する

総合型クラブ間のネットワークが拡充
する

3-(1)-14 「総合型地域スポーツクラブ交流
大会（仮称）」が開催される

3-(1)-15 総合型クラブ連絡協議会の組織体
制が充実し、自立化する

3-(1)-16 （スポーツ団体、総合型クラブ全

国協議会）総合型クラブ全国協議会の活動
が充実する

3-(4) 地域スポーツと企業・大学等が連携する

3-(1)-9 総合型クラブが、スポーツ・

レクリエーション活動を含むスポーツ
だけでなく、文化・福祉活動等も展開
することに資する先進事例等が収集さ
れ、情報発信される

3-(1)-13 （地域スポーツクラブ）地域

スポーツクラブが「新しい公共」を担
うコミュニティの核として充実・発展
する

3-(1)-3 地域スポーツクラブの運営財源が拡充
する

3-(1)-4 「クラブアドバイザー（仮称）」につ
いて協議・検討される

3-(1)-5 活動の功績が顕著な総合型クラブ
の顕彰の在り方が整理される

3. 住民が主体的に参画する地域のスポーツ環境の整備（1）

スポーツ団体・学校／大学・企業等

3-(1)-1 望ましい総合型クラブの在り方や支援
策が策定される

3-(1)-1 総合型クラブの支援策が改善される

3-(1)-2 支援の対象範囲が拡大する

3-(1)-2 総合型クラブが自立する

3-(1)-4 （スポーツ団体）「クラブアドバイ
ザー（仮称）」が育成される

3-(1)-4 （スポーツ団体）「 クラブアドバイ
ザー（仮称）」について協議・検討される

国・独立行政法人

3-(1)-7 （独立行政法人日本スポーツ振興セン

ター）スポーツによる地域や世代間の交流の基
盤が整備される



自治体

3. 住民が主体的に参画する地域のスポーツ環境の整備（2）
3 地域のスポーツ環境が整備される

3-(1) コミュニティの中心となる地域ス
ポーツクラブが育成・推進される

3-(2) 地域のスポーツ指導者等が充実する 3-(3) 地域のスポーツ施設が充実する 3-(4) 地域スポーツと企業・大学等が連携する

スポーツ指導者が養成される スポーツ指導者の活用が促進される スポーツ推進委員の資質が向上する クラブアドバイザーが育成される

3-(2)-2 地域スポーツクラブにおけるス
ポーツ指導者や運営者等が確保される

3-(2)-15「 クラブアドバイザー（仮称）」
について協議・検討される

3-(2)-7 スポーツツーリズム等に関する専
門的知識を有する人材が育成・活用される

3-(2)-6 総合型クラブにおいて長期間にわ

たり安定して運営者やスポーツ指導者が配
置できる仕組みとなる

3-(2)-4 （スポーツ団体）スポーツ指導者
の資質が向上する

3-(2)-3 （スポーツ団体）スポーツ団体に

おけるスポーツ指導者の養成事業が定期的
に見直される

3-(2)-11 （JSAD等の障害者スポーツ団

体） 障害者スポーツ指導者が養成・活用
される

3-(2)-10 （スポーツ団体）スポーツ団体

が有するスポーツ指導者情報の共有化が図
られる

3-(2)-16 スポーツ推進委員が「クラブア

ドバイザー（仮称）」と連携し、総合型
クラブの育成支援に参画する

3-(2)-7 スポーツツーリズム等に関する専
門的知識を有する人材が育成・活用される

3-(2)-1 地元の企業や大学と総合型クラブ
が連携・協働する

3-(2)-9 地域のニーズに即した人材確保、
活用方策が策定される

3-(2)-8 地域のスポーツ指導者が積極的に
活用される

3-(2)-12 スポーツ推進委員として適切な
人材が委嘱される。

3-(2)-12 スポーツ推進委員の研修機会が
充実する

3-(2)-13 スポーツ推進委員として適切な
人材が委嘱される。

3-(2)-13 スポーツ推進委員の研修機会が
充実する

3-(2)-14（スポーツ団体）スポーツ推進委
員の研修会が定期的に開催される

3-(2)-14（スポーツ団体）スポーツ推進委

員としての功績が顕著であった者に対する
顕彰制度が充実する

3-(2)-5 スポーツ指導者の養成・活用に関
する需要が把握される

3-(2)-5 スポーツ指導者の効果的な活用方
策が整理される

3-(2)-5 スポーツ指導者の効果的な活用方
策の検討成果が全国に普及・啓発される

3-(2)-15 （スポーツ団体）「 クラブアド

バイザー（仮称）」について協議・検討さ
れる

3-(2)-15 （スポーツ団体）「クラブアドバ
イザー（仮称）」が育成される

スポーツ団体・学校／大学・企業等

国・独立行政法人



自治体

3 地域のスポーツ環境が整備される

3-(1) コミュニティの中心となる地域ス
ポーツクラブが育成・推進される

3-(2) 地域のスポーツ指導者等が充実する 3-(3) 地域のスポーツ施設が充実する
3-(4) 地域スポーツと企業・大学等が連携す

る

既存施設の共同利用・活用が促進される

3-(3)-8 地域の実情に応じて公共スポーツ

施設の指定管理者として総合型クラブが積
極的に活用される

3-(3)-2 地方公共団体における先進事例
が普及・啓発される

3-(3)-7 総合型クラブが公共施設の指定
管理者となる先進事例が情報提供される

3-(3)-4 学校体育施設や公共スポーツ施設

等が「新しい公共」を担う地域コミュニ
ティの核となる機能が充実・強化される

3-(3)-5 （地域スポーツクラブ）子どもを
持つ親のための機能が充実化する

3-(3)-6 （企業及び大学）企業及び大学の
スポーツ施設が開放される

3-(3)-1 地域スポーツにおける身近な活
動場所の拡充が推進される

スポーツ施設が整備され、充実する

3-(3)-13 民間の資金や経営手法等の導

入による多様な手法を活用し、学校体
育施設や公共スポーツ施設等の整備又
は管理運営方法が改善される

3-(3)-10 健常者も障害者もともに利用

できるスポーツ施設の在り方が整理さ
れる

3-(3)-9 国の施設等が整備される

3-(3)-9 地方公共団体の公共スポーツ
施設が充実する

3-(3)-12 地方の公共スポーツ施設等が
充実する

3-(3)-11（日本スポーツ振興センター ）
身近なスポーツ施設が整備される

3-(3)-13 民間の資金や経営手法等の導

入による多様な手法を活用し、学校体
育施設や公共スポーツ施設等の整備又
は管理運営を工夫する先進事例等の調
査・情報提供等を通じて取組が支援さ
れる

3-(4)-7 （大学）学生によるスポーツボ
ランティア活動が活発化する

3-(4)-6 （大学）地方公共団体や企業等

と連携・協働することにより、スポーツ
を通じた地域貢献活動が実施される

3-(4)-5 （企業）地方公共団体や大学等

と連携・協働することにより、スポーツ
を通じた地域貢献活動が実施される

3-(4)-1 地域スポーツにおけるスポーツ

指導者やクラブマネジャー等の優れた人
材を確保するため、地域スポーツクラブ
と地元の企業や大学とが連携・協働する

3-(4)-4 スポーツを地域の観光資源とし

た特色ある地域づくりを進めるため、行
政と企業、スポーツ団体等が連携・協働
する

3-(4)-3 スポーツを地域振興に積極的に

活用するため、スポーツ団体・地元企
業・大学と連携・協働する

3-(4)-3 スポーツを地域振興に積極的に

活用するため、拠点クラブと地元企業・
大学が連携・協働する

3-(4)-4 スポーツを地域の観光資源とし

た特色ある地域づくりを進めるため、行
政と企業、スポーツ団体等が連携・協働
する

3-(4)-2 大学等での研究成果や人材が地
域スポーツで活用される

3-(3)-1 地域スポーツにおける身近な活動
場所の拡充が推進される

3-(3)-3 地方公共団体における施設の稼働
率が向上する

3-(3)-3 学校体育施設の共同利用化が推進
される

3. 住民が主体的に参画する地域のスポーツ環境の整備（3）（4）

国・独立行政法人

スポーツ団体・学校／大学・企業等



スポーツ団
体・学校／大
学・企業等

4. 国際競技力の向上に向けた人材の養成やスポーツ環境の整備（1）

自治体

4 ジュニア期からトップレベルに至る人材養成システムの構築とスポーツ環境が整備される

4-(1) ジュニア期からトップレベルに至る戦略的支援が強化
される

4-(2) スポーツ指導者及び審判員等の養成・研修やキャリア循環
の形成がなされる

4-(3) トップアスリートのための強化・研究活動等の拠点が構
築される

4-(1)-2 中央競技団体がメダルを獲得できる潜在的な能力を有するアスリートの発掘・育成・強化を図り、
トップアスリート層を厚くしていくような育成システムが自立的に構築される

4-(1)-7 （JOC、JPC及び中央競技団体等）国際オリンピック委員会や国際パラリンピック委員会、国際競技連
盟との競技力向上に向けた情報共有の場や国際的ネットワークが構築される

4-(1)-1 効果的にアスリートの強化が図られる

4-(1)-5 個々のアスリートの特性や発達段階、学業とのバランスや本人のキャリア形成にも配慮した適切な支
援の努力がなされる

4-(1)-3 （国及び日本スポーツ振興センター）将来性の豊かなジュニアアスリートが発掘・育成される

4-(1)-10 競技性の高い障害者スポーツについて、さらなるメダル獲得に向けたアスリートの発掘・育成・強化
や情報分野等による支援、競技用具等の開発、調査研究等が推進される

4-(1)-5 （ジュニアアスリートの育成に関わるスポーツ指導者、スポーツ団体、保護者、学校等）個々のアス
リートの特性や発達段階、学業とのバランスや本人のキャリア形成にも配慮した適切な支援の努力がなされる

4-(1)-4 将来性豊かなアスリートの発掘・育成を念頭に置き、ジュニアアスリートからトップアスリートまで、
国際レベルを目指すアスリートが競う国内トップレベルの総合競技大会として、国民体育大会を開催される

4-(1)-6 大規模な国際競技大会において、マルチサポート・ハウスの設置が取り組まれる

4-(1)-6 マルチサポートが戦略的・継続的に実施される

4-(1)-9 トップアスリートの意欲を高める観点や、トップアスリートの強化活動に多大な貢献をしている企業
スポーツが支援される

4-(1)-8 JOC、JPC及び中央競技団体による国際的ネットワークの構築が戦略的に進められる

4-(1)-11 （日本スポーツ振興センター）競技性の高い障害者スポーツを含むトップスポーツにおいてスポーツ
団体が行うトップアスリートの強化活動が支援される

4-(1)-4 将来性豊かなアスリートの発掘・育成を念頭に置き、ジュニアアスリートからトップアスリートまで、
国際レベルを目指すアスリートが競う国内トップレベルの総合競技大会として、国民体育大会を開催される

4-(1)-9 （JOC、JPC）トップアスリートの意欲を高める観点や、トップアスリートの強化活動に多大な貢献
をしている企業スポーツが支援される

4-(1)-9 （JOC、JPC）新たなスポーツ種目のうち、競技性が高まってオリンピック・パラリンピック種目に
なる可能性のあるような種目等も視野に入れた支援がなされる

国・独立
行政法人

4-(1)-4 （日体協）将来性豊かなアスリートの発掘・育成を念頭に置き、ジュニアアスリートからトップアス
リートまで、国際レベルを目指すアスリートが競う国内トップレベルの総合競技大会として、国民体育大会が
開催される

4-(1)-4 （スポーツ団体）国民体育大会以外の場も活用しながら、ジュニアアスリートの発掘・育成が取り組
まれる



4. 国際競技力の向上に向けた人材の養成やスポーツ環境の整備（2）（3）

自治体

4-(2)-1 （ JOC ）中央競技団体におけるスタッフが充実する

4-(2)-4 （国、日本スポーツ振興センター）女性のスポーツ指
導者の育成方策について検討される

4-(3)-1 NTC及びJISSが段階的に改善され、機能が強化される

4-(3)-5 （ NRCD）安全な環境において障害者スポーツのア
スリートの競技力の向上が図られる

4-(3)-6 （ NTC、JISS及び大学並びにNRCD等） NTC、
JISS及び大学並びにNRCD等においては、強化・研究関係機関
として、相互に連携を進め、強化・研究の活動拠点のネット
ワークが形成される

4-(2)-2 （中央競技団体）指導者の養成及び指導者体系の構築
が図られる

4-(2)-2 （中央競技団体）競技に関する現状分析力や情報共有
の機能が強化される

4-(2)-3（中央競技団体、JOC、日体協、JPC及び大学等）
養成したスポーツ指導者等が、大学の教員等として国内で活躍
する機会が確保される

4-(2)-3 （中央競技団体、JOC、日体協、JPC及び大学等）
国際機関や国際競技連盟、国外の競技団体等、各方面において
我が国で養成した人材が活躍できる派遣システムが構築される

4-(3)-4 （大学）高度な練習施設の活用、今後のさらなる競技
力強化へ向けてのアスリート・スポーツ指導者等の人材養成や
調査研究活動の充実に取り組まれる

4-(3)-4 （大学）大学の教職員や学生が、アスリートや指導者
等として、国際競技大会等に積極的に参加できるように配慮さ
れる

4-(2)-4 （中央競技団体、JOC及び日体協等）女性のスポーツ
指導者の育成方策について検討される

4-(3)-2 （NTC、大学等）NTCと大学等が連携した新たな強
化・研究拠点の在り方等について検討される

4-(3)-2 （NTC、 JOC及びJPC等）日本スポーツ振興センター、
JOC及びJPC等の関係者間における検討及びそれに基づく取組
がされる

4-(3)-2 （NTC）NTC中核拠点と競技別強化拠点との連携・
協力を図り、効果的にアスリートの競技力強化をできる環境が
整備される

4 ジュニア期からトップレベルに至る人材養成システムの構築とスポーツ環境が整備される

4-(1) ジュニア期からトップレベルに至る戦略的支援が強化
される

4-(2) スポーツ指導者及び審判員等の養成・研修やキャリア循環
の形成がなされる

4-(3) トップアスリートのための強化・研究活動等の拠点が構
築される

4-(3)-3 （JISS）JISSの機能がさらに高められる

4-(3)-3 （JISS） JISSの国内外の情報収集・活用の能力が高ま
る

国・独立行政法人

スポーツ団体・学校／大学・企業等

4-(3)-2 （日本スポーツ振興センター）日本スポーツ振興セン
ター、JOC及びJPC等の関係者間における検討及びそれに基づ
く取組がされる



5. オリンピック・パラリンピック等の国際競技大会等の
招致・開催等を通じた国際交流・貢献の推進

自治体

5 国際競技大会等の招致、円滑な開催がなされる

5-(1) 国際競技大会等の積極的な招致及び円滑な開催が支援される

5-(1)-1 大規模な国際競技大会等の招致や、我が国で予定され
ている国際競技大会等の円滑な開催に向けて、海外への情報発
信や社会的機運の醸成、海外からのスポーツ関係者の受入れ等
に必要な措置等が支援される

5-(2) 国際スポーツ界における我が国の貢献度や存在感が向上する

5-(1)-2 （日本スポーツ振興センター） 国内外のスポーツ関
係団体との連携による国内外の情報収集・分析及び提供、国立
霞ヶ丘競技場等の施設の整備・充実等がされる

5-(1)-3 （JOC、JPC及び中央競技団体等） 国際競技大会等
の招致や準備運営に関する支援、助言、情報交換・共有の仕組
みについて検討が行われ、具体化される

5-(1)-4
（JOC、JPC及び中央競技団体）国際
競技連盟等に人材を派遣し、日常から
の情報収集・発信に努められる

5-(1)-1 在外公館等においては、国際競技大会等の日本への招
致及びスポーツ分野の国際選挙等に関する情報収集活動及び国
際プロモーション活動等の支援がされる

5-(2)-1 （JOC、JPC、中央競技団体）国際スポーツ界におけるイニシア
ティブを確立し、競技水準の向上を実現させる好循環が創出される

5-(2)-1 （JOC、JPC、中央競技団体）国際的なスポーツ・コミュニティ
と安定した関係を築くことができる人的ネットワークが構築される

5-(2)-6 スポーツツーリズムによる国際交流が推進される

5-(2)-3 WADAの理事会・事務局・地域事務所の各レベルにおける連携が
維持・強化される

5-(2)-3 UNESCOとの連携が維持・強化される

5-(2)-4 JOC、日体協及び中央競技団体等と連携し、引き続きODA等を通
じたスポーツ指導者の派遣や関連器材供与等スポーツ分野における人的・
物的な国際交流及び貢献が推進される

5-(2)-4 （JOC、日体協及び中央競技団体等）アスリートやスポーツ指導
者等のキャリア形成の充実が積極的に取り組まれる

5-(2)-5 海外のスポーツ指導者への研修機会の提供等の取組を通じて、市
民レベルでのスポーツを通じた国際交流が図られる

5-(2)-2 （JISS）海外の研究機関との連携等を進め、スポーツ医・科学、
情報分野における国際ネットワークが構築される

5-(2)-2 （JSC）国内外の関係機関との連携・ネットワークの構築が進め
られる

5-(2)-2 （JSC）海外拠点の在り方について検討が行われる

5-(2)-1 JOC、JPC及び中央競技団体による国際的なネットワーク作りが
戦略的に進められる

5-(2)-2 （JSC）国内外のスポーツに関する情報収集・発信の役割が果た
される

5-(2)-5 海外の都市との姉妹自治体交流事業等のスポーツを通じた国際交
流により、地域の活性化が図られる

スポーツ団体・学校／大学・企業等

国・独立行政法人

5-(2)-4 （JOC、日体協及び中央競技団体等）アスリートやスポーツ指導
者等の国内外の交流の促進が積極的に取り組まれる



6. ドーピング防止やスポーツ仲裁等の推進による
スポーツ界の透明性、公平・公正性の向上

6 スポーツ界における透明性、公平・公正性が向上する

6-(1) ドーピング防止活動が推進される 6-(2) スポーツ団体のガバナンス強化と透明性の向上
に向けた取組が推進される

6-(3) スポーツ紛争の予防及び迅速・円滑な解決に向
けた取組が推進される

6-(1)-4 （独立行政法人日本スポーツ振興セン
ター） ドーピング防止活動が支援される

自治体

6-(2)-3 （日本スポーツ振興センター）スポー
ツ団体が行う研修会や専門家の配置等のガバナ
ンス強化に向けた取組が支援される

6-(2)-2 （スポーツ団体） スポーツ団体にお
ける透明性確保、ガバナンス強化策が進展する

6-(2)-1 スポーツ団体の組織運営体制の在り方
の指針となるガイドラインの効果的な活用が進
む

6-(2)-2（JOC、日体協、JSAD） JOC、日体
協、JSADの加盟・準加盟団体のガバナンス強
化が推進される

6-(2)-2 （スポーツ団体） スポーツ団体の運
営にアスリートの意見を反映する仕組みの導入
や、女性の団体役員等への積極的な登用、外部
役員・監査役の登用がなされる

6-(2)-2 （スポーツ団体） 小規模なスポーツ
団体における組織マネジメントが強化される

6-(3)-3 （JOC及び日体協の加盟・準加盟団体
等並びにJSAD及びその加盟・準加盟団体等）
JOC及び日体協の加盟・準加盟団体等並びに
JSAD及びその加盟・準加盟団体等におけるス
ポーツ仲裁自動受諾条項の採択が進む

6-(3)-2 （日本スポーツ振興センター） JSAA
によるスポーツ紛争の迅速・円滑な解決のため
の取組が支援される

6-(3)-1 スポーツ団体、アスリートのスポーツ
仲裁・調停に関する理解が増進される

6-(3)-1 スポーツ仲裁に関わる専門的人材が育
成される

6-(3)-3 （JOC、日体協及びJSAD） JOC、
日体協、JSAD加盟・準加盟団体におけるス
ポーツ紛争の予防及び迅速・円滑な解決に向け
た取組が推進される

6-(1)-3 WADAの理事会・事務局・地域事務所
の各レベルにおける連携が維持・強化される

6-(1)-3 アジア地域におけるドーピング防止活
動が推進される

6-(1)-3 アジア諸国との連携、貢献が進む

6-(1)-2 ドーピング防止に関する情報提供体制
が充実する

6-(1)-2 学校におけるドーピング防止教育が充
実する

6-(1)-2 アスリートへの教育・研修活動が充実
する

6-(1)-1 （公益財団法人日本アンチ・ドーピン
グ機構（「JADA」）） 国際的な水準を踏ま
え、検査数の拡充、とりわけ抜き打ち検査の割
合の増加や、ドーピングの高度化への対処がな
される

6-(1)-1 （公益財団法人日本アンチ・ドーピン
グ機構（「JADA」）） ドーピングに対する
今後の規制の在り方について調査・研究が進展
する

スポーツ団体・学校／大学・企業等

国・独立行政法人



7. スポーツ界における好循環の創出に向けた
トップスポーツと地域におけるスポーツとの連携・協働の推進

7. 連携・協働を通じたスポーツ界における好循環が創出される

7-(1) トップスポーツと地域におけるスポーツとの連携・協働が推進される

7-(1)-9 （ジュニアアス
リートの育成に関わるス
ポーツ指導者、スポーツ
団体、保護者、学校等）
ジュニア期において、
個々のアスリートの特性
や発達段階、学業とのバ
ランスや本人のキャリア
形成にも配慮した適切な
支援がなされる

7-(1)-6 （総合型クラブ等地域
スポーツクラブ）専門性を有す
るトップアスリート等を積極的
に活用し、住民のスポーツへの
参加機運を高める優れたスポー
ツ指導者が確保される

7-(1)-5 トップアスリート等と
しての経験を有する優れたス
ポーツ指導者等を活用し、総合
型クラブの活動や学校の体育に
関する活動等が支援される

7-(1)-4 広域市町村圏に拠点クラ
ブが育成される

7-(1)-3 （スポーツ団体）
トップアスリートの指導
者としての資質が向上す
る

7-(1)-1 トップスポーツ
と地域におけるスポーツ
の人材の好循環が創出さ
れる

7-(1)-7 トップアスリート等と
しての経験を有する優れたス
ポーツ指導者が学校で活用され
る

7-(1)-8 小学校体育活動コー
ディネーターの派遣体制の整備
が進む

優れたスポーツ指導者の
地域への派遣

7-(2) 地域スポーツと企業・大学等が連携する

ジュニア期支援

7-(1)-3 （スポーツ団体）
トップアスリート等とし
ての経験を有する優れた
スポーツ指導者等が総合
型クラブや学校等へ派遣
される

7-(1)-4 優れたスポーツ指導者が
周辺地域のクラブや学校の体育
に関する活動等を対象に巡回指
導等を実施する体制が整備され
る

自治体

7-(1)-1 トップスポーツ
と地域におけるスポーツ
の人材の好循環が創出さ
れる 7-(1)-7 トップアスリート等と

しての経験を有する優れたス
ポーツ指導者が学校で活用され
る

7-(2)-7 （大学）学生によるスポー
ツボランティア活動が活発化する

7-(2)-6 （大学）地方公共団体や企
業等と連携・協働することにより、
スポーツを通じた地域貢献活動が実
施される

7-(2)-5 （企業）地方公共団体や大
学等と連携・協働することにより、
スポーツを通じた地域貢献活動が実
施される

7-(2)-1 地域スポーツにおけるス
ポーツ指導者やクラブマネジャー等
の優れた人材を確保するため、地域
スポーツクラブと地元の企業や大学
とが連携・協働する

7-(2)-4 スポーツを地域の観光資源
とした特色ある地域づくりを進める
ため、行政と企業、スポーツ団体等
が連携・協働する

7-(2)-3 スポーツを地域振興に積極
的に活用するため、スポーツ団体・
地元企業・大学と連携・協働する

7-(2)-3 スポーツを地域振興に積極
的に活用するため、拠点クラブと地
元企業・大学が連携・協働する

7-(2)-4 スポーツを地域の観光資源
とした特色ある地域づくりを進める
ため、行政と企業、スポーツ団体等
が連携・協働する

7-(2)-2 大学等での研究成果や人材
が地域スポーツで活用される

人材の好循環サイクル スポーツキャリア形成

7-(1)-2 アスリートのス
ポーツキャリア形成のた
めの支援が推進される

7-(1)-2「デュアルキャリ
ア」についての意識啓発
が進む

7-(1)-9 ジュニア期にお
いて、個々のアスリート
の特性や発達段階、学業
とのバランスや本人の
キャリア形成にも配慮し
た適切な支援がなされる

国・独立行政法人

スポーツ団体・学校／大学・企業等


